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株式取得（子会社化）に関する基本合意書の解除に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 30 年 10 月 25 日付「株式取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ」

及び平成 30 年 11 月 30 日付「株式譲渡契約締結日及び株式譲渡実行日の延期に関するお知らせ」

にて開示のとおり、基本合意書の締結後、株式会社東日本不動産（以下、「東日本不動産」とい

います。）の株式取得について、株式譲渡契約書締結へ向け協議を重ねてまいりましたが、本日

開催の当社取締役会において、当該基本合意を解除することを決議いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

記 

 

１．基本合意を解除するに至った理由    

当社は、東日本不動産を株式取得による子会社化をすることについて、同社の大株主との間で

基本合意書締結後、株式の取得へ向けたデュー・ディリジェンスを実施した結果、改めて東日本

不動産の事業計画、事業シナジー等を総合的に且つ慎重に検討する必要があると判断し、東日本

不動産の大株主と契約条件等の交渉を重ねてまいりました。しかしながら基本合意の有効期間で

ある平成 30 年 12 月 31 日までに最終的な合意に至ることは難しい状況であることから、今回の

株式取得による子会社化に向けた基本合意を解除し、株式取得にかかる交渉を中断することが適

当であると判断したものであります。 

 

２．今後の見通し    

本基本合意書の解除による当社の平成 31年９月期業績予想に対する影響は軽微であります。  

今後、本件に関して進捗がありましたら、改めてお知らせいたします。 

以 上 

  


